
議案第９２号 

 

大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

 大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のよ

うに定めるものとする。 

 

  平成２５年１１月２８日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）の一部改正が平成２６年４月１日に施行され、消費税及

び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、この条例の一部を改正するため

必要があるからである。 
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大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例（平成１５年大口町条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第１０条関係） 

   大口町中央公民館使用料 

 １ 施設使用料 

時間 

区分 

１時間当たりの使用料（午前９時から午後９時） 

（単位：円）

集会室 全面 １,０２０ 

半面 ５１０ 

Ｃ会議室 ４１０ 

研修視聴覚室 ４１０ 

Ｃ教室 １００ 

調理実習室 ４１０ 

小体育室 ４１０ 

礼法室 ２００ 

和室 １００ 

 備考 

  １ 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の使用料は、表に

定める額の２倍とする。 

  ２ 活動拠点が大口町内にない団体が利用する場合の使用料は、表に定める額

の２倍とする。 

 ２ 設備等使用料 

設備 単位 単価（円） 

照明灯 全面１時間 ５１０ 
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（半面は半額） 

集会室冷暖房機 １時間 １,０２０ 

 備考 

  １ 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の使用料は、表に

定める額の２倍とする。 

  ２ 活動拠点が大口町内にない団体が利用する場合の使用料は、表に定める額

の２倍とする。 

  ３ 集会室冷暖房機については、全面利用者に限り使用することができる。 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受

けた者については、なお従前の例による。 
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大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 

別表（第１０条関係） 

   大口町中央公民館使用料 

 １ 施設使用料 

時間

区分 

１時間当たりの使用料（午前９時から午後９時） 

（単位：円）

集会室 
全面 １,０２０

半面 ５１０

Ｃ会議室 ４１０

研修視聴覚室 ４１０

Ｃ教室 １００

調理実習室 ４１０

小体育室 ４１０

礼法室 ２００

和室 １００

 備考 

  １ 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の使用料は、表に定める額の

２倍とする。 

  ２ 活動拠点が大口町内にない団体が利用する場合の使用料は、表に定める額の２倍とす

る。 

 ２ 設備等使用料 

設備 単位 単価（円） 

照明灯 全面１時間 

（半面は半額） 

５１０

集会室冷暖房機 １時間 １,０２０

 備考 

  １ 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の使用料は、表に定める額の

２倍とする。 

  ２ 活動拠点が大口町内にない団体が利用する場合の使用料は、表に定める額の２倍とす

る。 

  ３ 集会室冷暖房機については、全面利用者に限り使用することができる。 
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旧 

別表（第１０条関係）大口町中央公民館使用料 

 (1) 施設使用料 

時間

区分 

１時間当たりの使用料（午前９時から午後９時） 

（単位：円）

集会室 全面 １,０００

半面 ５００

Ｃ会議室 ４００

研修視聴覚室 ４００

Ｃ教室 １００

調理実習室 ４００

小体育室 ４００

礼法室 ２００

和室 １００

 備考 

  １ 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の使用料は、表に定める額の

２倍とする。 

  ２ 活動拠点が大口町内にない団体が利用する場合の使用料は、表に定める額の２倍とす

る。 

 (2) 設備等使用料 

設備 単位 単価（円） 

照明灯 全面１時間 

（半面は半額） 

５００

集会室冷暖房機 １時間 １,０００

 備考 

  １ 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の使用料は、表に定める額の

２倍とする。 

  ２ 活動拠点が大口町内にない団体が利用する場合の使用料は、表に定める額の２倍とす

る。 

  ３ 集会室冷暖房機については、全面利用者に限り使用することができる。 

 



- 5 - 

改 正 要 旨 

 

１ 改正の目的 

   消費税及び地方消費税の税率の引き上げに対応するため、大口町中央公民館

の使用料について改正をするものです。 

 

２ 改正の概要 

   消費税及び地方消費税の課税対象となる大口町中央公民館の使用料について、

現行の額を１００分の１０５で除して得た額（１円未満の端数金額は切り捨て

ます。）を課税計算の基礎となる基準額として消費税額及び地方消費税額を計

算します。 

   今回の改正においては、その基準額に１００分の１０８を乗じて得た額を使

用料として定めます。ただし、１０円未満の端数金額があるときは、その端数

金額を切り捨てた額とします。 

 

３ 施行期日 

   平成２６年４月１日から施行します。 


